
 

食 品 安 全 委 員 会  

遺 伝 子 組 換 え 食 品 等 専 門 調 査 会  

第 ５ 回 会 合 議 事 録  

 

１．日時  平成 16 年２月６日（金）  14:00 ～ 15:08 

 

２．場所  食品安全委員会大会議室（プルデンシャルタワー７階） 

 

３．議事 

（１） 遺伝子組換え食品等の安全性評価基準案等の検討 

（２） 食品健康影響評価について意見を求められた遺伝子組換え植物の掛け合わせに

ついての安全性評価 

     ・トウモロコシ 1507 系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシ NK603

系統を掛け合わせた品種 

     ・ MON810（鱗翅目害虫抵抗性トウモロコシ）と鞘翅目害虫抵抗性トウモロコ

シ MON863 系統を掛け合わせた品種 

（３） その他 

 

４．出席者 

  （専門委員）   

  早川座長、池上専門委員、今井田専門委員、宇理須専門委員、小関専門委員、 

澤田専門委員、澁谷専門委員、手島専門委員、丹生谷専門委員、山川専門委員、 

山崎専門委員、渡邊専門委員 

 （食品安全委員会委員） 

寺田食品安全委員長、寺尾食品安全委員長代理、小泉委員、見上委員、坂本委員、 

本間委員 

（事務局） 

  一色事務局次長、村上評価課長、宮嵜評価調整官、三木課長補佐、岡本係長 
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５．配布資料 

資料１：遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準（起草委 

員修正案） 

資料２：遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方（起草委員案） 

資料３：食品健康影響評価に関する資料  

・「トウモロコシ 1507 系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシ NK603

系統を掛け合わせた品種」に係る食品健康影響評価 

・「MON810（鱗翅目害虫抵抗性トウモロコシ）と鞘翅目害虫抵抗性トウモロコ

シ MON863 系統を掛け合わせた品種」に係る食品健康影響評価 

 

  参考資料１：「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」及び「遺伝子組換

え植物の掛け合わせについての安全性評価の考え方」について（平成

16 年１月 27 日付け府食第 73 号） 

  参考資料２：「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準（起 

草委員修正案）」の比較表 

  参考資料３：遺伝子組換え食品等安全性審査・確認リスト（厚生労働省、農林水産省） 
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○早川座長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第５回「食品安全委員会遺

伝子組換え食品等専門調査会」を開催いたします。よろしくお願いいたします。 

  本日は、12 名の委員に御出席いただいております。 

  なお、五十君委員、日野委員、室伏委員は、本日は所用のためお休みされております。 

 それから、オブザーバーといたしまして、寺田委員長、それから寺尾委員長代理、小泉委

員、見上委員、坂本委員、本間委員に御出席いただいておりまして、審議の状況によりま

しては御発言いただくこともあるかと思いますので、御了承いただきますようお願い申し

上げます。 

  本日は、前回の調査会の議論を基に、起草委員の方で修正いただきました、遺伝子組換

え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準案、それから今回新たに起草委員

で作成いただきました遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方、起草委員

案ということですが、これについて検討する予定でございます。 

  また、１月 29 日の第 30 回食品安全委員会におきまして、本調査会、委員の先生方に御

議論、御検討をいただきました遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準、それか

ら遺伝子組換え植物のかけ合わせについての安全評価の考え方が決定されたということで

ございますので、本日は、これを受けまして、厚生労働省から意見を求められております、

２件のトウモロコシのかけ合わせについて決定された考え方に沿って、安全性の確認をし

ていただきたいというふうに考えております。 

  ここでちょっと、事務局の方に確認しておきたいんですけれども、今回、この評価基準

というものができたわけでありますが、これまで、厚生労働省で審査が済んでいる品目に

ついては、改めてこの調査会で審査をしないということでよろしいでしょうか。 

○三木課長補佐  手続的にも、本委員会の設立前に厚生労働省で審査がなされているもの

については、新たな知見がない限りは、この委員会で評価する必要はないというふうには

考えております。 

○早川座長  わかりました。それでは、何か新たな科学的知見等がありました場合には、

個別の品目について、ここで再度評価を行っていくということとしたいということでござ

います。 

  委員の先生方、そのように御理解をいただきたいというふうに思います。 

  それでは、お手元の資料の確認をいたしたいと思いますので、事務局の方からよろしく

お願いいたします。 

○三木課長補佐  それでは、資料の確認をさせていただきます。 
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  お手元に、まず第５回議事次第というのがございます。 

  その次に、専門委員名簿と座席表があるかと思います。 

  資料１といたしまして「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価

基準（起草委員修正案）」というものでございます。 

  資料２といたしまして「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方（起草

委員案）」でございます。 

  資料３が「トウモロコシ 1507 系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシＮＫ603 

系統をかけ合わせた品種」ということで、このかけ合わせの２件について、資料３という

ことでとじてございます。 

  続いて、参考資料でございますが、参考資料を３つ付けてございます。 

  参考資料１が、先ほど座長の方からお話がありました、安全性評価の考え方についてと

いう安全性評価基準でございます。 

  それで、参考資料２といたしまして、これが先ほどの「遺伝子組換え微生物を利用して

製造された添加物の安全性評価基準（起草委員修正案）の比較表」でございます。 

  参考資料３が、これまで厚生労働省及び農林水産省で審査確認をされた、遺伝子組換え

食品、遺伝子組換え飼料等についてのリストでございます。 

  以上でございます。 

○早川座長  ありがとうございました。お手元の資料はよろしゅうございますでしょうか。

  それでは、議事１の審議に入りたいと思います。 

  まず「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準（起草委員修

正案）」というものについて、起草委員の澤田委員から御報告をお願いいたしたいと思い

ます。 

  よろしくお願いいたします。 

○澤田専門委員  それでは、お手元の資料１でございますけれども「遺伝子組換え微生物

を利用して製造された添加物の安全性評価基準（起草委員修正案）」。この資料を基に御

説明させていただきます。 

  前回いろいろ御意見をいただきまして、何点か修正いたしまして、大きな変更点のみ、

資料１に基づきまして御説明いたしたいと思います。 

  今回は、参考資料の２としまして比較表がございますが、適宜必要に応じて御参考まで

にごらんいただければと思います。 

  まず、順番から１ページからまいりますと、すぐにおわかりになるかと思いますけれど
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も、タイトルが変わっております。ちょっと長くなりましたけれども「遺伝子組換え微生

物を利用して製造された」というふうな修文がございます。 

  これは、前回の意見に基づきまして誤解を招かないようにということに、正確な表現に

直したということであります。 

  ただし、本文中では、この言葉を何遍も使うと長くなりますので、省略形を許していた

だくということで、第１の下から２行目ぐらいに括弧書きで「（以下、『遺伝子組換え添

加物』という。）」ということを書きまして、これ以下は、この省略形を使うということ

にさせていただきました。 

  次に定義でありますけれども、２ページで前回御指摘いただきました、10 番の「遺伝子

組換え微生物」のところでありますけれども、これは糸状菌のことを若干御指摘いただい

たわけでありますけれども、これはこのまま残しておきまして、あえてキノコに関して言

葉を入れないということであります。 

  当面は、キノコに関して申請はまずないものと想定されまして、必要に応じて専門家等

に加わっていただくといたしまして、その都度対応していきたいというふうに考えており

ます。 

  次に、第３の「対象となる添加物及び目的」でありますけれども、これは前回ちょっと

申し上げましたように、「本基準において」のパラグラフの３行目の DNA の後に「のみ」

を移動したということ。 

  その下の行の存在する場合に該当するというふうに若干修文した点がございます。これ

は前に述べたとおりであります。 

  続きまして「但し」以下のところに括弧書きが付いていましたけれども、その括弧を一

応取らせていただきました。 

  更に、その２、３行後に「また、製造に用いられた遺伝子組換え微生物（組換え体）が

残存する場合は、別途定める遺伝子組み換え食品（微生物）に係る安全性評価の基準を同

時に満たす必要がある」と、この文を追加いたしました。 

  それで、別途定める遺伝子組換え食品（微生物）の基準でありますけれども、これから

作成する予定にしているものであります。 

  次に、第４の原則と基本的な考え方でありますけれども、まず、原則の部分に関しまし

ては、若干文章が練れておりませんでして、わかりずらい箇所が何点がございましたので、

順番を若干入れ替えたり、より正確な表現に修文いたしております。 

  内容的には、前回の内容とほとんど変わっておりませんで、少し読み易くなったかと思
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っておりますけれども。 

  次に、３ページに移りまして、基本的な考え方でありますけれども、これは３項を若干

いじりまして、前回は複数の項目に分けてありましたものを１つの項目にまとめ直したわ

けであります。 

  内容的には大きな変更はしておりませんで、一応読みやすくなったというふうに考えて

おります。 

  ４ページに移りまして、４、５、６は、従来の植物のガイドラインとほぼ同文のもので

ございまして、４と５の間に１つ項目がありまして、これは植物の基準にありました起源、

製法等の異なるものを代替物として用いる場合という事項がございましたけれども、添加

物の場合には、このようなケースが想定されないということになりましたので、除いてご

ざいます。 

  それから、第２章に移りますと、以下、第２章以降は、非常にマイナーな修文をしただ

けでありまして、特に取り上げて説明が必要と考えられる箇所はないと思われますけれど

も、１か所だけ、９ページの「６  DNA の宿主への導入方法に関する事項」というところ

で、微生物の再生方法という項目がたしかあったかと思いますけれども、これは植物の場

合は重要でありますけれども、微生物の場合はほとんど必要ない項目でありますので、こ

の項目を削除いたしました。 

  以上が大体大きな修正点であります。 

○早川座長  ありがとうございました。それで起草委員で御努力いただきました、小関委

員、あるいは山崎委員より追加のコメント等がございましたらお願いいたしますが、いか

がでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、今、澤田委員の方から前回の御討議を基にして再度修正した案について御説

明をいただきましたけれども、委員の先生方から御意見、コメント等がございましたら、

よろしくお願いいたします。 

○今井田専門委員  内容の点に関してでは全然ないんですけれども「第２章  遺伝子組換

え添加物の安全性評価基準」の４ページでございますが、そこに第１とありまして、それ

から５ページにずっと続くんですけれども、そして６ページで第３になります。 

  それで、第２が、この前私は一番最後のところで申し上げて、それで削除していただい

たのかどうかわかりませんけれども、数字が飛んでしまっているのはまずいかなと思いま

して、指摘させていただきます。 
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○早川座長  ありがとうございます。それは事務的に修正させていただきたいと思います。

  ほかに、御意見、コメント等ございましたらよろしくお願いいたします。 

○丹生谷専門委員  私、細かいものも含めてたくさんあるんですけれども、まず最初に２

ページなんですが、２ページの第３の最初の書き出しの文章の下の方なんですけれども、

先ほど御説明にもありました「遺伝子組換え微生物（組換え体）が残存する場合は」とい

うふうに書いてあります。 

  それで、添加物として使うものの中に、組換え体、つまり何らかの菌ですね、そういう

ものが残存する場合も想定されていると思います。勿論、そのときには別の基準も満たす

必要があるというふうに書いております。 

  そのことと、12 ページの上の方に第８としてありまして、第８の２のところで「組換え

体の混入を否定する事項」という項目があります。 

  ここは、先ほどのことを考えますと、ちょっとおかしいことになるんではないかと思い

ます。つまり、組換え体は入っているという前提が１つあったわけですから、ここは混入

を否定するのではなくて、例えば混入を調べるとか、調査するとか、そういうことでない

といけないのではないかと思いました。それが１点です。 

  よろしいでしょうか。 

○早川座長  今のところは、例えば、「混入に関する事項」ということでよろしいですか。

言葉の問題だと思うんですけれども、否定という言葉だと整合性が取れないということで

すね。 

○丹生谷専門委員  そうですね、その中の文章も「適切な試験により否定できる合理的な

理由があること」と書いてありますから、ここもちょっと修正が必要かと思いますが。 

○早川座長  それでは、そういうふうに検討するということにいたします。 

  引き続いてお願いいたします。 

○丹生谷専門委員  では、続けて申し上げますと、４ページの第２パラグラフになるんで

しょうか、「また、有効成分以外の新たな遺伝子産物」というふうな文章があると思いま

すけれども、この「遺伝子産物」というのは、実は「第２  定義」の９番に定義がありま

して、遺伝子産物とは挿入遺伝子の産物であるという旨が記されています。 

  その定義に縛られて考えますと、ここのところは、恐らく前後のところを読みますと、

挿入遺伝子の遺伝子産物ではなくて、有効成分以外の新たなというのは、何か二次的に起

こった別の遺伝子の産物のように読めるんですけれども、ですから、そこのところは定義

がいいのか悪いのかわかりませんけれども、ちょっとここを検討していただきたいと思い
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ます。 

○早川座長  これは、タンパク質ということでよろしければ。遺伝子産物というのを取っ

て、タンパク質ということにさせていただければ、よろしいでしょうか。 

○丹生谷専門委員  私はそう考えますけれども。 

  それから３つ目ですけれども、その２行ぐらい上のところに「組換え体に由来する新た

な成分が添加物に残存しないか」という文章があります。 

  ここは、挿入遺伝子の産物そのものではなくて、代謝産物が有効成分であるということ

を説明しているところなんですけれども、そうしますと、この組換え体に由来する新たな

成分というのが添加物に用いようとしている有効成分ではないかと思うんですけれども、

それそのものが添加物に残存しないかというのは、どういうことかなというのは、ちょっ

と意味が通らないのではないかなと、そういうふうに思ったんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○澤田専門委員  これは、成分ではなく、有害成分という意味で使っておりますが。 

○早川座長  先生、そういう解釈だといかがですか。 

○澤田専門委員  例えば、リボフラビンの場合には、目的のものがリボフラビンで、それ

以外の新たな有害成分が残存しないようにという、そういう趣旨で書いたつもりなので。

○丹生谷専門委員  そうしますと、その新たな成分というのは、１つ上の行の有効成分と

いうものではなくて、有効成分以外のということですね。 

○早川座長  例えば、趣旨としては「組換え体に由来する有効成分以外の新たな成分が」

というふうに書くという考え方もあるかと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

○丹生谷専門委員  よろしいと思います。 

○早川座長  続いてお願いいたします。 

○丹生谷専門委員  それでは続いて申し上げますと、２ページの下の方なんですけれども

「従って、微生物（宿主）に由来する遺伝子組換え微生物（組換え体）を利用して」とい

う文章がありますが、これは私は十分想像して文章の意味を解釈することができたんです

けれども、ただ、一般の人が読んで、この文章のままですっと理解できるかと、ちょっと

心配になりました。「微生物（宿主）に由来する遺伝子組換え微生物（組換え体）」とい

う、この文章はなんとなくわかりにくいですね。 

  それに対して、後の方で次のページにわたるんですけれども「しかし、遺伝子組換え微

生物を利用して動物性の酵素を製造するような例においては」と、ここは非常にわかりや

すい文章ですから、そういう言い回しに統一すれば、前者の方も遺伝子組換え微生物を利
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用して、微生物由来の添加物を製造するような例とか、そういうふうな例えばの例ですけ

れども、そのような文章にした方がよろしいかなと思ったんですが、特に間違いを指摘す

るものではございません。 

○早川座長  ここは少しわかりずらいところもございますので、例えば、今おっしゃった

ように、「微生物に由来する」という最初の言葉ですね、これを取ってしまえばという案

もあるかとは思いますが、いかがでしょうか。 

○丹生谷専門委員  それでいいと思います。 

○早川座長  では、一応そういうふうに修文させていただきたいと思います。 

○丹生谷専門委員  続けて申し上げますけれども、10 ページの下の方の第５の（２）です。

黒い点の２番目のところで「挿入された抗生物質耐性マーカー遺伝子の由来は、通常存在

する抗生物質耐性菌と同様のものであること」。ここの「通常存在する」というところが

よくわかりませんでした。抗生物質耐性菌、通常存在しないものがあるのかという屁理屈

になりますけれども、通常存在するという意味はどのようなものなのでしょうか。 

○早川座長  どうぞ。 

○澤田専門委員  これは、前の基準からそのまま平行移動してきたものですけれども、い

わゆる天然に既に存在することが知られていると、そういう意味だというふうに私は思っ

ておりますけれども。 

○丹生谷専門委員  余り大した意味がないというふうに理解しても、つまり、ここで排除

されるものが何か想定されるかということなんですけれども。 

○澤田専門委員  よく使われていて、天然にそういうマーカー遺伝子が存在している場合

はいいんだけれども、新たに問題になるような抗生物質耐性遺伝子の場合には、余り好ま

しくないという、そういう意味だと思うんですけれども。 

○丹生谷専門委員  そうしますと、珍しいタイプの耐性菌とか、そういう意味ですね。 

○澤田専門委員  そういう意味です。 

○丹生谷専門委員  わかりました。 

○早川座長  通常使われていないものは使わないという意味だとは思いますが。耐性マー

カー遺伝子そのものが通常使われているものと、趣旨はそういう趣旨ですね。これは何か

いい言葉遣いがあればいいんですが、ただ通常存在するということの意味は大事な概念か

もしれないと思うんです。非常に奇妙なものを使うということは避けてほしいという意味

だと思いますので、何かいいお知恵があればとは思いますが。 

○丹生谷専門委員  わかりました。以上です。 
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○早川座長  ありがとうございました。それでは、今のところは、もしより適切な表現が

あれば考えていただくということにいたしますが、なければ、趣旨はそういうことである

ということで御了解いただければと思います。 

  それから、一番最初に御指摘いただいたところについては、具体的な文章を、先ほどと

っさに、つまり微生物の残存の話と、否定すべしということの話の否定の方をどういうふ

うに修文するかということは、御一任いただいてよろしゅうございますでしょうか。 

○丹生谷専門委員  はい、結構です。 

○早川座長  それではそういうことで、ほかにこれについて御意見等ございましたら、お

願いいたします。 

  先生どうぞ。 

○丹生谷専門委員  済みません、１つまだありました。 

  ページ数が、私ので６ページなんですけれども、第３の３に「寄生性及び定着性に関す

る事項」と、ここなんですけれども、宿主がヒトや他の生物、ここのヒト以外のほかの生

物に対しての寄生または定着性を検討する必要性がちょっとわからなかったんですけれど

も、これは必要あるんでしょうか。 

○早川座長  いかがでしょうか。 

○澤田専門委員  これは委員の間でも必要があるかどうか議論になりまして、他の生物と

しては、一応動物を想定していまして、その場合に取るか、取らないかという議論になり

まして、一応あえて取らなくても、動物の飼料の問題とかがありますので、残しておいて

いいのではないかということで残した経緯だったと思います。 

○丹生谷専門委員  それでしたら結構です。 

○早川座長  これはまた後で、動物の飼料添加物のベースになる評価基準でもございます

ので、それも視野に入れたということで御了解いただきたいと思います。 

  ほかに御意見等ございますでしょうか。 

  特にございませんようでしたら、これで遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加

物の安全性評価基準案の審議につきましては、終了したいと思います。 

  先ほど幾つか御指摘がございましたけれども、これにつきましては、部分的に文言を一

部修正しなければいけない部分がございますので、それは座長一任ということで御了承い

ただければと思います。 

  それで、修正したものにつきましては、最終案を食品安全委員会の方に報告したいと思

いますが、よろしゅうございますでしょうか。 
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  それでは、そういう形で御了承いただいたということにさせていただきます。 

  次に「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全評価の考え方（起草委員案）」、これに

ついて検討を行いたいと思います。 

  起草委員の澤田委員から御報告をお願いしたいと思います。 

○澤田専門委員  それでは、まず私の方から御説明を申し上げます。 

  資料２をごらんいただきたいと思います。 

  これは、タイトルにありますように、遺伝子組換え飼料及び飼料添加物ということで、

この両者に対する考え方が、ほぼ似ておりますために、並列して１つの文章としてまとめ

させていただきました。 

  まず第１の「背景」でありますけれども、これは従来、農林水産省において安全性の確

認を行ってきたところでありますけれども、このうち、ヒトに関する健康影響評価につい

ては、食品安全委員会の方で担当するということになりまして、そのことが背景として書

いてございます。 

  言い換えますと、家畜への影響は農水で、ヒトへの影響は食品安全委員会で分担すると、

簡単に言うとそういう形になるかと思います。 

  次に第２の「基本的な考え方」でありますけれども、これは飼料に関係いたします食品

健康影響に関しましては、有害成分が食品に移行したり、それから飼料中の成分が何か悪

いものに変換したりする、そういう可能性を考慮して、安全性評価を行うことが合理的で

あるということです。 

  また、添加物に関しましても、似たような事情があるということが考えられるわけであ

ります。 

  それで、基本的な考え方といたしましては、その下の方の「基本的に」以下の文であり

ますけれども、評価におきましては、食品や食品添加物と同様に、既存の非組換え体由来

の飼料あるいは飼料添加物を対照とし、新たに付加される可能性のあるリスクを評価する

ことが妥当であると、そういう考えでやるとことが必要であるということです。 

  ３番目に「安全性評価の方法」という項目で、より具体的なことが書いてありまして、

この組換え飼料と飼料添加物の安全性評価を行うに当たって、重要なポイントが３つある

ということが書いております。それがAからCでありまして、先ほどの基本的な考え方に

一部重複しておりますけれども、まず、有害物質がAで移行するという問題。 

  それからBで、有害物質に変換したり、蓄積するという問題が２つ目。 

  それからCで、代謝系等に作用しまして、新たな有害物質が産生される可能性。 
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  この３つを考えることが重要であるということであります。 

  次のページに移りまして、このようなAからCの可能性が考えられる場合には、安全性

の評価をこの委員会でする必要があるということであります。 

  ただし、それを評価する場合に、まず（１）のことを考えて判断を行うものとするとい

うことで、まず（ａ）でありますけれども、挿入された遺伝子が害虫抵抗性、除草剤耐性、

ウイルス抵抗性等で、いわゆる代謝系を乱すようなものでない場合には、タンパク質なり

DNA が食品に移行するという可能性は極めて低いということから、新たな問題は生じない

と考えていいだろうと。 

  それから（ｂ）で、既に食品としての安全性評価が終了したものについては、それを食

べた家畜由来の畜産物についても、安全性上の大きな問題はないことが予想されるという

のが（ｂ）であります。 

  このような（ａ）と（ｂ）に該当する場合には、改めて評価する必要がないということ

を一応明示いたしました。 

  （２）で、AからCのいずれかの可能性があると考えられる場合には、安全性評価が必

要でありまして、この場合には、既につくっております「遺伝子組換え食品（種子植物）

の安全性評価基準」、それから「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全

性評価基準」、これを用いまして、これに準じて安全性評価を行うこととするということ

で、この飼料と飼料添加物のために、わざわざ長い基準をつくる必要はないだろうという

ことであります。 

  ４番目に、その他でありますけれども、これは組換え飼料であって、かつ食品としても

利用される穀類等の場合については、原則として、食品としての安全性評価も同時に行わ

れるように配慮することとすると。 

  若干説明いたしますと、ヒトと動物両方が食べるような穀類でありますけれども、その

場合に飼料だけ評価するのは避けた方がいいという方針を示したものであります。 

  背景といたしましては、かつてのスターリンクのような問題がありまして、飼料として

だけ認可されて、食品として認可されない場合にいろいろな混乱が生じると、そういうこ

とは避けてほしいという精神がここに書いてあります。 

  以上であります。 

○早川座長  ありがとうございました。それで、起草委員として御努力いただきました澁

谷先生から補足説明をお願いしたいと思います。 

○澁谷専門委員  今、御説明があったとおりで、特段付け加えることはありませんが、枠
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組みの考え方として、最初にも御説明がありましたけれども、飼料に関しましては、動物

に対する影響という部分は、これは最終利用まである意味では視野に入れて農水で評価を

している。 

  そうすると食品安全委員会として、食品として飼料を見たときに、何が問題になり得る

かというのを議論いたしました。 

  それで、おおざっぱに言えば２つあって、１つは最後もお話があったスターリンクのよ

うに飼料が食品に使われたらどうするかというのがありますが、これは飼料の中で考える

というよりも、そういう可能性があるものに関しては、すべて食品として厳密な審査をし

てもらう方がいいだろうということであります。 

  今度飼料として考えたときに、飼料というのは、我々は飼料を食べるわけではないので、

飼料を通じてできくる畜産物とか、そういうものにどういう潜在的な危険があり得るかと

いうことを考えました。 

  それで考えた結果、先ほどお話があったAからCのようなことが、潜在的な危険性とし

てあるだろうと。それを評価するという方向で考えたらいいんじゃないかということです。 

  それを評価するときに、先ほどもありましたけれども、食品として厳密な評価をしてい

るので、それを基準にして、更に必要であればプラスαをやると、例えばそういう考え方

です。 

  それを原則とした上で、ここにありますように、幾つかのものについては、そういった

食品安全の評価をここで飼料についてやる必要はないというケースが、恐らく幾つか考え

られるだろうと、そういう整理をしたということであります。 

  以上でございます。 

○早川座長  ありがとうございました。ただいまお二人の起草委員の方から、遺伝子組換

え飼料、飼料添加物の安全性評価の考え方と、その背景ということについて御報告いただ

きました。 

  それで、先生方から御意見等ございましたらお願いいたします。 

  先生どうぞ。 

○池上専門委員  １点質問があるんですが、これは文章を見ますと畜産物だけに限定され

ていますね。飼料及び飼料添加物が水産物に使われるケースもあり得ると思うんですが、

その場合に、遺伝子組換えの飼料とか、飼料添加物が水産物に使われた場合は、どういう

ふうになるんでしょうか。 

○澁谷専門委員  その問題も議論に出ました。今のところまだ出てきていないんですけれ
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ども、可能性としてはあるので、そのときには、またそういうことを含んで、もう一度見

直すなりといったことが必要になってくるだろうと。 

  水産物の場合は、特に微生物とか、そういう飼料が出てくると大変難しい問題もあり得

ますので、そこは今の時点で全部をカバーするというよりも、そういった状況を見ながら

必要な基準をまた考えていったらいいんじゃないかと、そういうことです。 

○澤田専門委員  補足しますと、水産物の場合は食品の方も問題が出てまいりますので、

両方同時進行で対処法というか、考える必要があると思っております。 

○早川座長  これは、実際に出てきたときには、必ず対応していかないといけない問題で

はありますので、そこは忘れないようにしないといけないということだとは思いますが、

見直しをするというような考え方を、今、評価基準にすべて書いているんですが、この考

え方にもそういうことも一言触れておいた方がいいかもしれませんね。将来に備えての話

ですが。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  先生どうぞ。 

○丹生谷専門委員  ２ページの下の方にあります、３の（２）なんですけれども、この文

章の中に「遺伝子組換え飼料添加物については『遺伝子組換え微生物を利用して製造され

た添加物の安全性評価基準』に準じて安全性評価を行うこととする」と、こう書いてあり

ます。 

  それで、私、ちょっと考えてわからなかったところが１つありまして、ヒトの方の遺伝

子組換え微生物を利用して製造された添加物につきましては、先ほどの安全性基準のとこ

ろに、考え方としては、食品衛生法の認める添加物の範囲を対象としているとかいう文章

が書いてありました。 

  つまり、そもそも遺伝子組換えとはかかわらず、添加物として認可されているものに限

ると。 

  それで、考えたんですけれども、つまり家畜につきましては、食品衛生法の添加物、つ

まりヒトに対する添加物ですけれども、それがそこにリストされている何品目かというも

のが、家畜というものの飼料にも当てはまるのであるのか、家畜は別にその名簿の添加物

にこだわらないのか、あるいは家畜は別にそういうリストがあるのか、そこはわからなか

ったんですけれども、そのわからないところはちょっと置きまして、もし添加物が出てき

たときに、そのリストにはないと、しかし、これは家畜だから構わないというような、そ

ういうことがあるのかなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 
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○澤田専門委員  これは、事務局と農水の方に確認した方がいいと思いますけれども、リ

ストがあるかと、よろしいですか。 

○三木課長補佐  飼料添加物につきましては、飼料添加物は農林水産大臣が指定してそう

ものを決めておりますので、そういうリストはございます。そういった意味で準じてとい

うふうな形になっているというふうに理解しております。 

○丹生谷専門委員  今の答えは、飼料については別途、ヒトの食品とは違うリストが存在

すると。それらがをオーバーラップしていないとしたときに、ちょっと問題になってこな

いかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○小関専門委員  ちょっとよろしいでしょうか、今の問題もさることながら、今回ここで

考えているものは何かといいますと、そのようなものは当座対象にしないということにな

っています。 

  なぜかといいますと、添加物のみならず、飼料におきましても、いわゆる牧草、ヒトが

食べないもの、だけれども牧草として出ているものはいっぱいありますね。そういうもの

というのは食品ではないわけですから、このスコープから完璧に外れているということに

なると思います。 

○澤田専門委員  ですから、飼料にしても飼料添加物にしても、ヒトの食品添加物にはな

くて、飼料もしくは飼料添加物になるものというのは存在する。これはよろしいですね。

今、それについての御質問だと思うんですけれども。 

○小関専門委員  今、このスコープでやっているものは、いわゆる食品として、あるいは

食品添加物としてヒトが食するものを飼料もしくは飼料添加物として用いるケースのみを

想定しております。 

  ですから、例えば、今、丹生谷委員のおっしゃられたような飼料添加物、もしくはヒト

はとてもじゃないけれども食べられない牧草、それを遺伝子組換えしたものは、想定して

おらず、それが出てきた暁には、やはり新たなものをつくる必要があるだろうということ

を考えていました。 

○早川座長  ここのところは、あるいは議論か分かれるところかもしれません。この準じ

てというのは、どこからどこまでを、準じてというのは、必ずしも全くイグザクトリー・

セイムという意味ではなくて、適応できるところを適切に適用していくというふうな意味

だと、私は解釈していたんですが。ですから、スタートポイントのところで、そこまで厳

密に定義をしていたかどうかは、ちょっと。 

○澁谷専門委員  起草委員の中で議論した段階では、事務局の方で言われたように、少な
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くとも、今、飼料添加物については、つまり食品の場合と同じように、食品と対応するよ

うな形で行政的に決まっている範囲があると。だから、それをベースにした議論は可能で

あろうというところまでが、多分全体としてのコンセンサスになったところで、今、小関

委員が言われたようなところは、恐らくこれからもう少し詰めなければいけないところか

なという気が、私はしているんですが、いかがでしょうか。 

○早川座長  ということだと思いますが、事務局の方からどうぞ。 

○三木課長補佐  今、澁谷委員がおっしゃられたことは、恐らく「なお」以下に書いてご

ざいまして、「なお、個別事例に応じて、必要な資料を求めることも想定されるが、これ

らも含め、総合的に安全性の評価を行うこととする」の部分は、恐らく座長がおっしゃら

れた準じての部分で、若干違う部分については、こういう必要な資料を別途求めて、何ら

かどうしていくかということを考えていかなければいけないということで、小関委員が言

われたこの部分、どういうふうなことでやっていくかというのは、そのときに応じてケー

ス・バイ・ケースでやられるというふうなことで、理解はしております。 

○早川座長  丹生谷先生、よろしゅうございますか。 

○丹生谷専門委員  当面はよろしいですけれども、いや、よろしいです。 

○早川座長  ありがとうございます。ほかに御意見、御質問、コメント等ございますでし

ょうか。 

  それでは、今のところは、特に御発言がないようでございますので、この位にいたしま

す。この資料添加物の安全性評価の考え方につきましては、今回は、ブレーンストーミン

グ的なものというふうに位置づけておりますので、今、ちょっと御議論いただいたところ

も踏まえて、起草委員にはもう一度御議論いただいて、次回の調査会に修正が必要であれ

ば、修正案を御提出いただくというふうにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか、

よろしゅうございますか。 

  それでは、そういう方向でよろしくお願いいたします。 

  それでは、議事の２の検討に入りたいと思います。 

  この議事は、厚生労働省から意見を求められております遺伝子組換えトウモロコシのか

け合わせ２件につきまして、先ほど申しました遺伝子組換え植物のかけ合わせについての

安全性評価の考え方というのが、安全委員会で決定しておりますので、それに沿って確認

を行うということにいたしたいと思います。 

  では、事務局の方から概要の説明をお願いいたします。 

○三木課長補佐  では、資料３をごらんいただければと思います。４枚つづりになってご
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ざいます。それと参考資料の１としまして、安全性評価の考え方のことを書いてあります。

これの一番後ろの裏ページになっておりますが「遺伝子組換え植物の掛け合わせについて

の安全性評価の考え方」ということで、これはもう委員会で決定されたものでございます

が、これが参考になるかと思います。 

  資料３をごらんください。 

  まず１つ目は、トウモロコシ 1507 系統とラウンドアップ・レディー・トウモロコシ NK6

03 系統をかけ合わせた品種ということでございます。 

  平成 15 年８月１日付けで厚生労働省の方から意見を求められているというものでござ

います。 

  １枚めくっていただきますと、これは厚生労働省から説明をいただいたときの資料を参

考として付けさせていただいていますが、1507 系統、NK603 系統については、それぞれこ

のような、これが親品種ということで、これをかけ合わせたものということでございます。 

  簡単に御説明いたしますと、1507 系統については、真ん中辺りに書いてございますが、

cry1F という遺伝子を入れたもので、Cry1F タンパク質というのが発現されてございまして、

これが鱗翅目の害虫に抵抗性を示すというものでございます。 

  それと同時に、pat 遺伝子というのも入れておりまして、これが PAT タンパク質という

のを発現いたしまして、除草剤（グリホシネート）に耐性を示すというものであります。 

  ＮＫ603 系統におきましては、概要のところにございますが、CP4EPSPS 遺伝子というの

が入ってございまして、このタンパク質ができることによって、除草剤（グリホサート）

に耐性を示すというものでございます。 

  それで、１枚目に戻っていただきますと、これらをかけ合わせたものについて意見を求

められているということでございます。 

  Aのところを御説明いたしますと、トウモロコシの 1507 系統に導入された cry1F 遺伝子

により産生されるタンパク質は、植物体内で酵素として働くということは報告されていな

いということでございます。また、同じく導入された pat 遺伝子については、グリホシネ

ートをアセチル化して、無毒なアセチルグリホシネートに変えるということで、耐性が付

与されているというものでございます。 

  NK603 系統におきましては、CP4EPSPS タンパク質というのができますが、これはグリホ

サートの除草剤の存在下でも影響を受けずにシキミ酸回路中で酵素として独立して機能す

るということで、耐性を付与するというものでございます。 

  いずれのケースについても作用機作は独立していて、両者のかけ合わせ品種において互
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いに影響し合わないということが提出された資料に書かれてございます。 

  もう一つ、２番目としましては、いずれもデントコーンと呼ばれる分類学上の同一種で

ございまして、このかけ合わせが亜種のレベル以上のものではないということでございま

す。 

  ３番目としまして、通常のトウモロコシとしてあるものでございますので、食用部位で

あるとか、加工法、摂取量等についての変更はないというものでございまして、このよう

なことが資料に記載されてございます。 

  ２枚めくっていただきますと、２件目でございますけれども、MON810 と MON863 系統の

かけ合わせということでございます。 

  親品種は、それぞれ次のページが参考になってございますが、いずれも害虫抵抗性のト

ウモロコシということでございます。ただ、性質が違いまして、この 810 については、先

ほどありましたようなアワノメイガ等の鱗翅目の害虫に抵抗性を持つというものでござい

ます。 

  863 系統につきましては、ここに書いてございます cry3Bb1 という遺伝子が入っており

まして、この発現するタンパク質がコーンルートワームというか、いわゆる根っこを切る

ような害虫でございますが、これに抵抗性を持つというものでございます。この２つをか

け合わせるというものでございます。 

  １枚戻っていただきますと、資料の概要でございますが、いずれも害虫抵抗性のタンパ

ク質でございまして、いずれも酵素活性を持つということは知られていないということで、

代謝経路に影響を及ぼすことはないということでございます。 

  ２番、３番は、先ほどのものと同様の記述になってございます。 

  このかけ合わせの２件の概要については、以上でございます。 

○早川座長  ありがとうございました。それでは、かけ合わせについての安全性評価の考

え方に従いまして、この２件の安全性の確認を行いたいと思います。 

  小関委員、２品種とも①かけ①に該当するとして、安全性に問題はないでしょうか。 

○小関専門委員  参考資料１の一番後ろのページにある、いわゆるAかけるAになってお

りますので、安全性の上では問題ないと考えられます。 

○早川座長  ありがとうございます。ほかに委員の方で、御意見はございますでしょうか。

  それでは、今の小関委員から御発言いただいたことで、これについてはAかけるAに該

当するということで確認、報告させていただきたいと思います。 

  このほか、かけ合わせについて何か確認しておくことは、ございますでしょうか。 
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○三木課長補佐  参考資料３でございますが、これまで厚生労働省と農林水産省で審査、

確認をされてきた品目がございます。ここに記載されている品目、今から御説明をいたし

ますけれども、これについても御確認をいただければというふうに考えてございます。 

  参考資料３の１枚目でございますけれども、これは厚生労働省が安全性の審査をこれま

で行ってきたものでございまして「（１）食品」となっているところから２ページめくっ

ていただきますと、55 番までございます。（２）は添加物ですので、今回は関係ないとい

うふうに思っておりますが、55 品種のうち、左に番号が振ってございますけれども、28

番から 31 番、これはいずれもトウモロコシのかけ合わせたものでございまして、あと 54

番、55 番がワタのかけ合わせたものとなっております。 

  この６つを差し引きますと、49 品種ございますので、これがどうかということをお願い

したいと思います。 

  引き続き、３枚目でございますけれども、これは農林水産省の方で、これまで安全性に

ついて確認された組換え飼料でございます。 

  （１）が飼料でございまして、先ほどと同様、次のページの（２）は飼料添加物でござ

いますので、この分は除いて見ていただければと思います。 

  （１）の飼料が「なたね」「とうもろこし」とずっとありまして、これはいずれも 38

品種ございますので、これも併せてお願いできればと思っております。 

  よろしくお願いします。 

○早川座長  ありがとうございました。厚労省関係の 49 品種と、農水の関係の 38 品種に

ついて確認をしてほしいと、こういうことでございますね。わかりました。 

  それでは、いかがでございましょうか、御意見、コメント、お願いいたします。 

○小関専門委員  この表を見ていて、食品のＮｏ．10 の大豆、260-05 系統、高オレイン酸

の形質を付与したもの、これがいわゆるAではなくて、ここの参考資料のところのA、B、

Cとありますけれども、そのうちのB、挿入された遺伝子によって、宿主の代謝系が改変

されたものというものに該当するものであって、そのほかのものは、すべて害虫抵抗性、

ウイルス抵抗性、除草剤耐性というこで、すべてAということになると思います。  これ

は同様にして参考資料３の（１）の高オレイン酸大豆、260-05 系統以外はすべてAに相当

するということで、いずれのものも、これらをかけ合わせたものというのは、AかけるA

に該当し、安全性評価はしなくてもよろしいんではないかと、そのように思います。  以

上です。 

○早川座長  それでは、食品あるいは飼料の方ですね。高オレイン酸大豆を除いて、Aに
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該当するのではないかというコメントでございますが、ほかの先生方、いかがでございま

しょうか。 

  先生どうぞ。 

○丹生谷専門委員  ２枚目の紙の真ん中辺りに、なたねの中で、雄性不稔性とか、稔性回

復性という、何らかの遺伝子が導入されているかと思うんです。これは、もしこういうも

のが単独で、これを目的としてかけ合わせに使われた場合は、どのように考えたらよろし

いんでしょうか。 

○早川座長  いかがでしょうか。 

○小関専門委員  これは、bar 遺伝子と banase 遺伝子を入れたもので、それでいわゆる雄

しべをつくらせないものと、それを回復させるものということで、これは非常に特異的な

プロモーターが使われているもので、雄しべ特異的にしか発現しないと。いずれにしろ、R

N アーゼと、RN アーゼインヒビターですので、代謝には関与していない。ですから、そう

いう意味でいった場合はAであるというふうに考えていいんじゃないかと思います。 

○早川座長  先生いかがですか。 

○丹生谷専門委員  結構です。 

○早川座長  よろしゅうございますか、ほかに御意見はございますでしょうか。 

  先生どうぞ。 

○池上専門委員  先ほどの飼料添加物、飼料にちょっと戻るかもしれないんですが、ヒト

の食用になる作物と、作物として同じでも飼料にするときに、例えば全草使うと、それか

らヒトの場合は主実という、そういうふうに使用部位が違うというケースはないんでしょ

うか、その場合はどういうふうになるのか、結局、ヒトの場合は食用部位だけでの審査で

すね。飼料の場合に、全草を使って、それを全部飼料にするというケースも今のところあ

るのかどうかは、ちょっと私もわかりませんけれども、今、何かあり得るような気がした

ものですから質問させていただきました。 

○早川座長  澁谷先生、何かコメントございますか。 

○澁谷専門委員  確かにホールクロープサイレージとか、えさとして使うときは、食品と

違う使い方をしますね。だから、農水で飼料の安全性評価をするときには、当然そういう

ことを前提というか、視野に入れてやっているわけですね。 

  ただ、食品として安全性評価する場合には、そういう使い方をしたものを含めて、結果

として出てくる畜産物をどう見るかということになると思いますので、おっしゃられた前

段の方は、農水の飼料のところで十分評価されるものというふうに思うんですけれども。
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○池上専門委員  その場合は、農水の審査基準というものと、先ほどの中には、できるだ

けヒトが食べることも想定して、厳密にやってもらいたいというようなことが書かれてい

るんですけれども、その点は全草でやる場合も、そのことが当てはまるというふうに考え

てよろしいんでしょうか。 

○澁谷専門委員  これまで農水で安全評価をしているときの基準というのは、そういう使

い方も考えた上で、評価基準としては、ほとんど食品と同じようなレベルの安全性評価を

していて、明文化されている部分には、唯一入っていないのはアレルゲン性の評価だと思

うんです。 

  ただ、実際には参考としてアレルゲン性も含めた評価をしているので、使い方を、当然

全体の使い方を含めて、評価基準としては、ほとんど食品と同じぐらいの厳しい基準で評

価をしているということでございます。 

○早川座長  よろしゅうございますか。ほかに何かございますでしょうか。 

  それでは、このリストにつきましては、高オレイン酸大豆を除いてAに該当するという

ことにさせていただきたいと思います。  それで、先ほど御確認いただきましたかけ合わ

せ２件と、リストでAに該当されたというこの点も合せまして、食品安全委員会の方に報

告したいと思います。 

  よろしゅうございますでしょうか。 

                            （「異議なし」と声あり） 

○早川座長  それでは、そういうことで御了解いただいたということにさせていただきま

す。 

  ほかに何か御意見ございますでしょうか。 

  特にございませんようでしたら、第５回の会議の議事は、これで終了したということに

させていただきたいと思います。 

  今後の予定でありますけれども、事務局の方からお願いいたします。 

○三木課長補佐  では、本日、おまとめいただいた遺伝子組換え微生物を利用して製造さ

れた添加物の安全性評価基準案につきましては、いろいろ御意見をいただいた点について、

座長の方と御確認をさせていただきながら、必要部分については修正を行って、委員に確

認をいただいた後、食品安全委員会に報告させていただいて、幅広く御意見をいただく予

定としたいと思っております。 

  また、かけ合わせの２件につきましても、同様に委員会に報告をしていきたいというふ

うに思っております。 
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  それで、次回の調査会でございますが、委員の調整をとりましたところ、２月 27 日の金

曜日の午後の２時からということでいかがかというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○早川座長  ありがとうございました。次回の 27 日の調査会についてでありますけれども、

今日、ブレーンストーミングをしていただきました遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安

全性評価の考え方案について、再度検討したいということを予定しております。 

  起草委員の先生方には、それまでに引き続き御検討をお願いしたいということでござい

ます。 

  ほかに何かございますでしょうか。 

  ないようでしたら、第５回の調査会として予定しておりました議事は、これですべて終

了したということで、閉会とさせていただきたいと思います。 

  引き続きまして第６回調査会を、これは何分ぐらい休憩をはさめばよろしいですか。 

○三木課長補佐  ３時半ぐらいからスタートさせていただければと思います。 

○早川座長  ３時半ぐらいに開催いたしますので、引き続き調査会委員の方、先生方には

よろしくお願いいたします。 

  どうもありがとうございました。 

 


